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第１章 計画の概要 
 

１ 計画の背景 

平成 7年 1月に発生した阪神・淡路大震災において、住宅・建築物の倒壊等により多数の

人命が犠牲になったこと、また、特に昭和 56 年の建築基準法改正における「新耐震設計基

準（※1）」以前の建築物の被害が顕著であったことから、「建築物の耐震改修の促進に関する

法律（以下「耐震改修促進法」という。）」（平成 7 年法律第 123 号）が制定されました。 

平成 16 年 10 月の新潟県中越地震、平成 17 年 3 月の福岡県西方沖地震による被害状況を

受け、国は建築物の耐震改修（※2）について、全国的に緊急かつ優先的に取り組むべき課題

と位置付け、住宅及び一定規模以上の建築物の耐震化率の目標を定めたほか、この目標の達

成のため耐震改修促進法の一部改正（平成 17 年 11 月 7 日公布、平成 18 年 1 月 26 日施行）

により、国土交通大臣による基本方針及び都道府県による耐震改修促進計画の策定等が規定

されました。 

山梨県では平成 19 年 7 月に「山梨県耐震改修促進計画」を策定し、本市でも、「甲斐市耐

震改修促進計画（以下「第 1 期計画」という。）」を平成 21 年 7 月に策定しました。 

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災は、巨大な地震・津波により一度の災害で戦後最

大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしたことから、平成 25 年に建築物の地震に

対する安全性の向上をより一層促進するため、耐震改修促進法が大きく改正（平成 25 年 5 月

29 日公布、平成 25 年 11 月 25 日施行）されました。 

平成 28 年 3 月には「山梨県耐震改修促進計画」が改定され、本市も「第 1 期計画」を改

定し、木造住宅等の耐震化の推進に取り組んできました。 

更に、平成 30 年 6 月の大阪府北部地震で、ブロック塀の倒壊による人的被害や通行障害

が生じたことを受け、耐震改修促進法施行令が一部改正（平成 30 年 11 月 30 日公布、平成

31 年 1 月 1 日施行）されました。緊急輸送道路等の避難路沿道建築物に附属し、地震時に道

路の通行障害を生じるおそれのあるブロック塀等（※3）を通行障害建築物に追加すること

になり、通行障害の防止のため、建築物に附属するブロック塀等について耐震診断が義務付

けられました。 

これらの背景を受け、耐震改修促進法の改正に基づく新たな内容を検討し、令和 3 年 3月

に「第 2 期甲斐市耐震改修促進計画」（以下「第 2 期計画」という。）を策定し更なる木造住

宅等の耐震化の推進に取り組んできました。 

今回策定した「第 3 期甲斐市耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）」は、市内の建

築物の耐震診断及び耐震改修をより一層促進することにより、建築物の地震に対する安全性

の向上を図り、今後予想される地震災害に対して市民の生命、財産を守ることを目的として

策定しています。 

 
※1 昭和 56 年 6 月 1 日から施行された建築基準法の構造設計基準のこと。昭和 56 年以前に建てられたものは、

それ以降のものに比べて地震に対する安全性が劣っている場合があると考えられます。 

 

※2 地震に対する安全性の向上を目的として行う増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備

をすること。 

 

※3 倒壊した場合において、前面道路の過半を閉塞するおそれのある、前面道路中心線からの距離の 1/2.5 倍を

超える高さのブロック塀等。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、耐震改修促進法第 6条第 1 項の規定に基づき策定したものです。 

また、山梨県耐震改修促進計画、甲斐市総合計画、甲斐市国土強靭化地域計画及び甲斐市

地域防災計画との整合を図りながら、建築物の耐震化を促進するために必要な事項に関し、

定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ＳＤＧs との関係 

 持続可能な開発目標(ＳＤＧs：Sustainable Development Goals)と

は、平成 27(2015)年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」に記載された平成 28(2016)年から令

和 12(2030)年までの国際目標です。本計画はＳＤＧs の 17 のゴール

のうち、特に関連の深い「11 住み続けられるまちづくりを」の目標

達成に寄与します。 

 

 

 

４ 計画の期間 

本計画は、令和 8 年度から令和 12 年度までの 5 年間の計画期間とし、耐震化の進捗状況

や社会情勢の変化を勘案し、必要に応じて期間の途中でも見直しを行います。 

 

 

 

 

 

建築物の耐震診断及び耐震改修の 
促進を図るための基本的な方針 

山梨県耐震改修促進計画 

甲斐市耐震改修促進計画 

建築物の耐震化の促進 

甲斐市 
地域防災計画 

甲斐市国土強靭化 
地域計画 

甲斐市総合計画 

建築物の耐震改修の促進に関する法律 
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５ これまでの主な取り組み 

（１）木造住宅耐震化事業の実施 

昭和 56 年 5 月以前に建築された木造住宅に対し、建築士を派遣し無料の耐震診断を行

いました。 

第 2期計画の期間中である令和 3年度から令和 7年 10 月の実施件数は 73 件となってい

ます。診断結果をみると、総合評点が 0.7 未満で「倒壊又は大破壊の危険あり」と判定さ

れた木造住宅が 46 件で 66.7％と最も高く、0.7 以上 1.0 未満の「やや危険と判断」が 21

件で 30.4％、1.0 以上の「一応倒壊しない」が 2 件で 2.9％となっています。 

また、耐震診断を実施した 73 件のうち 25 件が市の補助事業で耐震改修工事を実施しま

したが、これは耐震診断実施件数の 34.2％に留まっています。 

今後は、対象となる木造住宅の耐震診断実施の更なる促進に加え、診断後の改修実施に

つなげていくことが必要となります。 

 

（２）耐震啓発活動（耐震啓発ローラー作戦）の実施 

耐震化の必要性の周知及び耐震化の推進のため、木造住宅のある自治会や（一社）山梨

県建築士会に協力をいただき、戸別訪問による耐震啓発活動を実施し、令和 3 年度から令

和 7 年 10 月に 5自治会 382 件を訪問しました。 

今後も引き続き啓発活動を行い、耐震化事業の認知度を向上させるとともに、耐震診断

の実施を促進していく必要があります。 

 

（３）建築物防災出張講座の実施 

建築物の耐震化に対する意識向上を図るため、県で行う自治会や自主防災組織等を対

象とした「建築物防災出張講座」の開催周知により、令和 3 年度から令和 7 年 10 月まで

に 1 自治会、延べ 18 人の方に参加していただきました。 
今後も引き続き本講座などを活用し、県と連携して市民に耐震化に関する情報提供を

積極的に行う必要があります。 
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第２章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 
 

１ 想定される地震の規模・被害の状況 

山梨県地域防災計画によると、県内で想定される地震は、次のとおりです。 

① 南海トラフの巨大地震(東側ケース) 

② 首都直下地震Ｍ7(立川市直下) 

③ 糸魚川－静岡構造線断層帯中南部区間 

④ 糸魚川－静岡構造線断層帯南部区間 

⑤ 曽根丘陵断層帯 

⑥ 扇山断層 

⑦ 身延断層 

⑧ 塩沢断層帯 

⑨ 富士川河口断層帯 

⑩ 【参考】首都直下地震Ｍ8 (相模トラフ) 

なお、③～⑨は、活断層による地震です。 

 

（１）想定される地震の規模 

  想定される地震の規模及び位置は、次のとおりです。（表 1－1・図 1－1） 

 

 表 1－1 想定される地震の規模 ［出典：山梨県地域防災計画（令和 7 年 3 月）］ 

No. 想定される地震 想定される地震の規模 

① 
南海トラフの巨大地震（東側

ケース） 
震源は遠いものの、県中心部～南部にかけて揺れが大き

く、一部の地域で最大震度7の揺れが想定される。 

② 
首都直下地震Ｍ7(立川市直

下) 

震源に近い、県東部及び富士五湖地域の一部で最大震度

6強の揺れが想定される。 

③ 
糸魚川－静岡構造線断層帯

中南部区間 

震源が位置する県北西部で震度6強から震度7、甲府盆地

の一部地域で最大震度6弱が想定される。 

④ 
糸魚川－静岡構造線断層帯

南部区間 

震源が位置する県西部で広範囲に震度6弱以上となり、

一部地域で震度7が想定される。 

⑤ 曽根丘陵断層帯 
震源が位置する県中心部において震度7の揺れが広く発

生することが想定される。 

⑥ 扇山断層 
震源が位置する県東部を中心に揺れが大きく、一部の地

域で最大震度7の揺れが想定される。 

⑦ 身延断層 
震源の真上にあたる県南西部の揺れが大きく、一部の地

域で最大震度6強の揺れが想定される。 

⑧ 塩沢断層帯 
震源付近で揺れが大きく富士五湖地域では最大震度7の

揺れが想定される。 

⑨ 富士川河口断層帯 
震源の近い県南部において最大震度7の揺れが想定され

る。 

⑩ 
【参考】首都直下地震Ｍ8 (相

模トラフ) 

震源に近い県東部で揺れが大きく、揺れやすい地盤にお

いては最大震度7の揺れが想定される。 
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図 1－1 想定される地震の位置［出典：山梨県地域防災計画（令和７年３月）］ 
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（２）人的被害 

山梨県地震被害想定調査報告書（令和 5 年 5月）によると、山梨県及び本市の人的被害

は次のとおりです。 

なお、それぞれの地震が冬季の午前５時に発生、風速８m/s という状況を想定していま

す。（表 1－2）(表 1－3) 

 

 表 1－2 想定される地震による人的被害想定 
［参考：山梨県地震被害想定調査報告書（令和 5 年 5 月）］ 
                                  （単位：人） 

No. 対象地震 死 者 負傷者 うち重傷者 合 計 

１ 南海トラフの巨大地震（東側ケース） 
3,019 

60 

16,254 

551 

4,611 

97 

19,273 

611 

２ 首都直下地震Ｍ7(立川市直下) 
202 

0 

1,612 

1 

292 

0 

1,814 

1 

３ 糸魚川－静岡構造線断層帯中南部区間 
1,088 

8 

6,847 

113 

1,686 

12 

7,935 

121 

４ 糸魚川－静岡構造線断層帯南部区間 
3,491 

179 

18,283 

1,308 

5,890 

307 

21,774 

1,487 

５ 曽根丘陵断層帯 
3,843 

164 

20,008 

1,203 

6,986 

285 

23,851 

1,367 

６ 身延断層 
14 

0 

136 

1 

18 

0 

150 

1 

７ 塩沢断層帯 
104 

0 

826 

0 

177 

0 

930 

0 

８ 扇山断層 
114 

0 

881 

0 

167 

0 

995 

0 

９ 富士川河口断層帯 
1,219 

6 

7,899 

84 

1,859 

9 

9,118 

90 

10 【参考】首都直下地震Ｍ8 (相模トラフ) 
1,044 

7 

4,613 

5 

1,304 

2 

5,657 

12 

 （上段：山梨県, 下段：甲斐市） 
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表 1－3 南海トラフ巨大地震による発生時季及び時間別の人的被害想定詳細 
［参考：甲斐市地域防災計画（令和 7 年 8 月）］ 

 
被害人口(人)冬5時 被害人口(人)夏12時 被害人口(人)冬18時 

死者 負傷者 
うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 
死者 負傷者 

うち 

重傷者 

揺れ 60 551 97 51 448 80 53 459 81 

火災 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

急傾斜地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ブロック塀・自

動販売機の店頭 
0 0 0 0 1 0 0 3 1 

屋外転倒物・落

下物 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合計 60 551 97 51 449 80 53 463 82 

 

（３）建物被害 

山梨県地震被害想定調査報告書（令和 5 年 5 月）による山梨県及び本市の建物被害は、

次のとおりです。 

なお、それぞれの地震が冬季の午後６時に発生、風速８m/s という状況を想定していま

す。（表 1－4）(表 1－5) 

 

表 1－4 想定される地震による建物被害想定 

［参考：山梨県地震被害想定調査報告書（令和 5 年 5 月）］ 

                                 （単位：棟） 

No. 対象地震 全  壊 半 壊 合  計 

１ 南海トラフの巨大地震（東側ケース） 
60,017 

1,089 

57,951 

2,487 

117,968 

3,576 

２ 首都直下地震Ｍ7(立川市直下) 
4,299 

3 

12,091 

27 

16,390 

30 

３ 糸魚川－静岡構造線断層帯中南部区間 
19,542 

140 

27,224 

613 

46,766 

753 

４ 糸魚川－静岡構造線断層帯南部区間 
72,761 

3,564 

54,443 

4,830 

127,204 

8,394 

５ 曽根丘陵断層帯 
94,102 

3,488 

54,554 

4,439 

148,656 

7,927 

６ 身延断層 
488 

1 

2,425 

6 

2,913 

7 

７ 塩沢断層帯 
2,580 

0 

5,333 

0 

7,913 

0 

８ 扇山断層 
2,227 

0 

6,021 

0 

8,248 

0 

９ 富士川河口断層帯 
24,474 

103 

34,737 

482 

59,211 

585 

10 【参考】首都直下地震Ｍ8 (相模トラフ) 
27,085 

42 

21,594 

91 

48,679 

133 

 （上段：山梨県, 下段：甲斐市） 
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表 1－5 南海トラフ巨大地震による建物被害想定詳細 

［参考：山梨県地震被害想定調査報告書（令和 5 年 5 月）］ 
本市における建物被害予測結果 

液状化による 

建物被害 

揺れによる 

建物被害 

急傾斜地崩落 

による建物被害 

火災による 

消失棟数 

合計 

全壊 

棟数 

半壊 

棟数 

全壊 

棟数 

半壊 

棟数 

全壊 

棟数 

半壊 

棟数 

全壊 

棟数 

半壊 

棟数 

12 棟 128 棟 1,063 棟 2,353 棟 3 棟 7 棟 12 棟 1,089 棟 2,487 棟 

 
 
 

２ 耐震化の現状 

（１）住宅建築時期・建方・構造別の状況等（甲斐市固定資産課税台帳参照の場合） 

 ≪建築時期≫ 

令和 7年度固定資産課税状況における家屋の集計によると、市内の住宅総数は、30,024

戸であり、昭和 55 年以前に建築された住宅は、6,831 戸で全体の 22.8％となっています。 

第 2 期計画策定時（令和 2 年度）現在と比較すると、住宅総数は 1,030 戸増加し、昭和

55 年以前に建築した住宅は 1,478 戸減少し、昭和 56 年以降に建築した住宅は 2,508 戸増

加となりました。（表 1－4） 

          

表 1－4 建築時期別住宅数 

 令和２年度 令和７年度 

 戸数 割合 戸数 割合 

昭和 55 年以前建築 8,309 戸 28.7％ 6,831 戸 22.8％ 

昭和 56 年以降建築 20,685 戸 71.3％ 23,193 戸 77.2％ 

合計（住宅総数） 28,994 戸  30,024 戸  

※ 昭和 56 年 6 月 1 日に建築基準法の耐震関係規定が改正された（新耐震基準）ため、昭和 56 年 5 月 31 日以

前と同年 6 月 1 日以降で分けることが必要ですが、令和 6年度の課税状況を基に、便宜的に昭和 55 年以前と昭

和 56 年以降の区分を採用しています。 

 

  

6,831戸

22.8％

23,193戸

77.2％

令和７年度 建築住宅数

昭和55年以前建築 昭和56年以降建築
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≪建方別≫ 

令和 7 年度における市内の住宅を建方別に見ると、戸建て住宅は 28,454 戸と住宅総数

の 94.8％を占めています。また、戸建て住宅の 23.7％の 6,744 戸が昭和 55 年以前に建築

されています。 

一方、共同建て住宅においては、昭和 55 年以前に建築された戸数は 87 戸で共同建て住

宅総数の 5.5％となっており、戸建て住宅に比べ新しい建築物の割合が多くなっていま

す。また、共同建て住宅戸数は、1,570 戸で住宅総数に対する割合は 5.2％と低くなって

います。（表 1－7） 

 

表 1－7 建方別建築時期別住宅数 

戸建て 
令和２年度 令和７年度 

戸数 割合 戸数 割合 

昭和 55 年以前建築 8,205 戸 29.9％ 6,744 戸 23.7％ 

昭和 56 年以降建築 19,203 戸 70.1％ 21,710 戸 76.3％ 

合計 27,408 戸  28,454 戸  

住宅総数に占める割合 94.5％  94.8％  

 

共同建て 
令和２年度 令和７年度 

戸数 割合 戸数 割合 

昭和 55 年以前建築 104 戸 6.6％ 87 戸 5.5％ 

昭和 56 年以降建築 1,482 戸 93.4％ 1,483 戸 94.5％ 

合計 1,586 戸  1,570 戸  

住宅総数に占める割合 5.5％  5.2％  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,454戸

94.8％

1,570戸

5.2％

令和7年度 建方別住宅数

戸建て 共同建て
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 ≪構造別≫ 

住宅の構造別に見ると、木造住宅は 25,387 戸あり、住宅総数の 84.6％を占めていま

す。 

また、昭和 55 年以前に建築された住宅でみると木造住宅が 6,162 戸あり、昭和 55 年以

前に建築された住宅全体の 90.2％を占めています。（表 1－8） 

 

表 1－8 建築時期ごと構造別住宅数 

建築時期 構造 
令和 2年度 令和 7 年度 

戸数 割合 戸数 割合 

昭和 55 年以前 

建築 

木造 7,514 戸 90.4％ 6,162 戸 90.2％ 

非木造 795 戸 9.6％ 669 戸 9.8％ 

合計 8,309 戸  6,831 戸  

昭和 56 年以降 

建築 

木造 17,009 戸 82.2％ 19,225 戸 82.9％ 

非木造 3,676 戸 17.8％ 3,968 戸 17.1％ 

合計 20,685 戸  23,193 戸  

合計 

木造 24,523 戸 84.6％ 25,387 戸 84.6％ 

非木造 4,471 戸 15.4％ 4,637 戸 15.4％ 

合計 28,994 戸  30,024 戸  

 

  

25,387戸

84.6％

4,637戸

15.4％

令和7年度 構造別住宅数

木造 非木造
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（２）住宅の耐震化の現状 

新耐震基準で建築された昭和 56 年以降の住宅数に、旧耐震基準である昭和 55 年以前に

建築された住宅のうち耐震性を有するものを加えると、耐震性のある住宅数は 26,519 戸に

なり、市内における住宅の耐震化率は、令和 7 年度末で 88.3％と推計されます。 

（表 1－9） 

 

 

表 1－9 住宅の耐震化の現状                      （単位：戸） 

住宅総数 

 

 

① 

  

耐震性有

の住宅数 

 

⑥ 

耐震化率 

（各年度末） 

 

⑦ 

昭和 55年 

以前の 

住 宅 

 

  昭和 56 年 

以降の 

住 宅 

 

耐震性を 

有するもの 

 

耐震性が 

無いもの 

 

（②+⑤） ② ③ ④ ⑤ ( ③ + ⑤ ） （⑥／①） 

令和 2年度 28,994 8,309 3,731 4,578 20,685 24,416 84.2％ 

令和 7年度 30,024 6,831 3,326 3,505 23,193 26,519 88.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,519戸

88.3％

3,505戸

11.7.％

令和７年度 住宅の耐震化の現状

耐震性有り 耐震性無し
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（３）特定建築物等の耐震化の現状 

「多数の者が利用する特定建築物等」は、169 棟あります。このうち昭和 55 年以前に

建築された 27棟の中で耐震性を有するもの 4棟と耐震改修を実施したもの 16棟を昭和

56 年以降に建築された 142 棟に加えた、162 棟が耐震性を有すると考えられます。 

従って、「多数の者が利用する特定建築物等」の耐震化率は、令和 7 年度末で 95.9％

となります。（表 1－10） 

 

表 1－10 「多数の者が利用する特定建築物等」の耐震化の現状        （単位：棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「多数の者が利用する特定建築物等」を建築物の用途の特性に応じ次の 3 つに

区分すると、耐震化率の現状は次ページのとおりです。（表 1－11） 

 

・災害時の拠点となる建築物 

・不特定多数の者が利用する建築物 

・特定多数の者が利用する建築物 

 

なお、市有建築物のうち「多数の者が利用する特定建築物等」は 49 棟あり、平成 27

年度末までに全ての建築物において耐震化は終了しています。  

 

特   定 

建築物等 

 

① 

  耐震性有の 

特定建築物等 

 

 

⑦ 

耐震化率 

（令和 7 年度末） 

 

⑧ 

昭和 55 年 

以 前 の 

特定建築物等 

 

  昭和 56 年 

以 降 の 

特定建築物等 

 

耐震性を 

有するもの 

 

耐震改修を 

実施したもの 

 

耐震性が 

無いもの 

 

（②+⑥） ② ③ ④ ⑤ ⑥ (③+④+⑥） （⑦／①） 

市有 49 15 3 12 0 34 49 100% 

民間 120 12 1 4 7 108 113 94.2% 

合計 169 27 4 16 7 142 162 95.9% 

162棟

95.9％

7棟

4.1％

令和７年度 特定建築物の耐震化状況

耐震性有り 耐震性無し
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表 1－11 令和７年度末における「多数の者が利用する特定建築物等」の耐震化率の現状 

（単位：棟） 

 区分 用   途 

令和 7 年度末現在 

昭和 55 年 昭和 56 年 建築物数 耐震性有 耐震化率 
以 前 の 以 降 の   建築物数   
建 築 物 建 築 物 ③ ④ ⑤ 

① ② （①＋②）   （④／③） 

災
害
時
の
拠
点 

と
な
る
建
築
物 

県庁舎、市役所、町村役

場、警察署、消防署、幼

稚園、小・中学校、高

校、病院、診療所、老人

ホーム、老人福祉施設、

体育館等 

17 45 62 62 100% 

 市有建築物 15 27 42 42 100% 

  民間建築物 2 18 20 20 100% 

不
特
定
多
数
の
者
が 

利
用
す
る
建
築
物 

百貨店、飲食店、ホテ

ル・旅館、映画館、遊技

場、美術館、博物館、銀

行等 

1 20 21 20 95.2% 

 市有建築物 0 2 2 2 100% 

  民間建築物 1 18 19 18 94.7% 

特
定
多
数
の
者
が

利
用
す
る
建
築
物 

賃貸住宅（共同住宅に

限る）、寄宿舎、下宿、事

務所、工場等 

9 77 86 80 93.0% 

 市有建築物 0 5 5 5 100% 

 民間建築物 9 72 81 75 92.6% 

計 27 142 169 162 95.9% 

 
市有建築物 15 34 49 49 100% 

民間建築物 12 108 120 113 94.2% 

 

※ 特定建築物等について 

 本計画において、「特定建築物等」とは、建築基準法等の耐震関係規定に適合するか否

かにかかわらず、次に掲げる建築物をいい、耐震改修促進法第 14 条に規定する「特定建築

物」（建築基準法等の耐震関係規定に適合しない建築物）と区別している。 

 ●法第 14 条第 1 号に規定する建築物を「多数の者が利用する特定建築物等」という。 

 ●法第 14 条第 2 号に規定する建築物を「危険物の貯蔵等の用途に供する特定建築物等」

という。 

 ●法第 14 条第 3 号に規定する建築物を「地震によって倒壊した場合において緊急輸送

道路等を閉塞させる恐れがある特定建築物等」という。 
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３ 耐震改修等の目標設定 

耐震改修等の目標設定については、国の基本方針を踏まえ、「住宅」を対象とします。 

 

（１）住宅の耐震化率の目標設定 

令和 7 年 7 月に改正された国の「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基

本的な方針」において、耐震性が不十分な建築物については令和 17 年度までにおおむね解

消することを目標としています。 

本市の第 2 期計画の令和 7 年度末の目標値は、90％としていましたが、現況値(見込値)

は 88.3％であり、令和 12 年度末の予測値が 91％であることから、施策効果目標分を上乗

せし、住宅耐震化率 92.0％を目標とします。 

（表 1－12） 

 
表 1－12 令和 12 年度末における住宅の耐震化率の目標           （単位：戸） 

 

住宅総数 

 

 

① 

               

 

昭和 55 年

以前の

住  宅 

 

    
昭和 56 年

以降の

住  宅 

 

耐震性有 

の住宅数 

 

 

 

⑥ 

耐震化率 

 
 
推計値 

⑦ 

耐震化率 

の目標 

令和 12 年度末  
 

⑧ 

耐震性を

有するもの 

 

耐震性が

無いもの 

 

（②+⑤） ② ③ ④ ⑤ (③+⑤) （⑥/①） （⑥/①） 

令和 ７年度 

（現況値） 
30,024 6,831 3,326 3,505 23,193 26,519 88.3％  

令和 12 年度 

（予測値） 
31,044  6,025 3,231 2,794 25,019 28,250 91.0％  

令和 12 年度 

（目標値） 
31,044  6,025 3,541 2,484 25,019 28,560  92.0％ 

※令和 7 年度現況値は、令和 8 年 3 月末の見込値 

26,519戸

88.3％

28,250戸

91.0％

28,560戸

92％

建替え等更新分に、

さらに施策効果目標

分(310戸)を上乗せ

3,505戸

11.7％
2,794戸

9.0％

2,484戸

8％

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

令和 7年度

（現況値）

令和12年度

（予測値）

令和12年度

（目標値）

耐震性有り 耐震性無し 施策効果
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第３章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策  

 

１ 耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取り組み方針 

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、住宅・建築物の所有者等が、地域の防災対策

を自らの問題、地域の問題として意識し建築士等専門家の意見を聞きながら取り組むこと

が不可欠であり、市は、こうした所有者等の取り組みを支援するために必要な施策を講じ

ます。 

住宅・建築物の所有者等や県及び建築関係団体等と相互に連携を図りながら、次に掲げ

るそれぞれの役割を分担し本計画を着実に実施することとします。 

 

（１）市の役割 

安全・安心については、地方公共団体の重要な責務であり、県や関係市町村と連携しな

がら、啓発活動及び補助金交付により住宅・建築物の所有者等が耐震診断や耐震改修を行

うことができる環境を引き続き整えます。 

 

（２）住宅・建築物の所有者等の役割 

住宅・建築物の所有者等は、住宅・建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、

その維持に努める必要があります。 

特に、耐震改修促進法第 14 条第 1号から第 3 号に規定する建築物で耐震関係規定に適

合しない建築物（以下「特定建築物」という。）の所有者等は、建築物利用者の人命を預

かっているという自覚と責任を持って、積極的に耐震診断及び耐震改修の実施に努める必

要があります。 

 

（３）建築関係団体等の役割 

建築関係団体及び建築士関係団体は、建築の専門知識を有しており、また、住宅・建築

物の所有者等に直接接する機会が多いことから、耐震診断及び耐震化の普及・啓発に努め

る必要があります。 
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２ 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 

市民に対し、住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性や重要性について普及啓発

に積極的に取り組むとともに、国や県の耐震診断及び耐震改修の補助制度を活用しなが

ら、住宅・建築物の耐震化を促進します。 
 

（１）住宅に関する支援策 

本計画で、市が実施する支援事業の概要は、次のとおりです。各支援事業により、木造

住宅の耐震化を促進します。 

なお、耐震化の促進に関しては、毎年度、「甲斐市住宅耐震化緊急促進アクションプロ

グラム」を策定し、取組を推進します。 

 

■ 木造住宅耐震支援事業 

区 分 対象建築物等 助成内容 補助率等 
補 助 

限度額 

①耐震診断事業 

昭和 56 年 5 月

以前に着工さ

れた木造住宅 

山梨県耐震診断技術

者を派遣して耐震診

断を実施する経費を

助成 

1／1 66,000 円 

②耐震改

修工事等

事業 

設計 ＋ 

耐震改修 

耐震改修工事等に対

する経費の一部を助

成 

4／5 1,437,500 円 

設計 ＋ 

建替え 

建替工事等に対する

経費の一部を助成 
4／5 1,437,500 円 

低コスト

工法割増 

上記かつ低コ

スト工法を利

用した住宅 

耐震改修工事の実施

に伴い低コスト工法

を利用した住宅に対

して、工事に要する

経費の一部を助成 

1／1 
20 万円 

（定額） 

③耐震シェルター設

置事業 

昭和 56 年 5 月

以前に着工さ

れた木造住宅 

耐震シェルターの設

置に要する経費の一

部を助成 

2／3 36 万円 

④木造住宅耐震リフ

ォーム事業 

耐震診断の結

果、倒壊の危

険があると診

断されたもの 

耐震改修と同時に行

うリフォーム工事に

要する経費の一部を

助成 

1／5 20 万円 

⑤ブロック塀等安全

確保対策支援事業 

避難路等に面

して設置され

ている高さ 1

メートル以上

危険性の高い

ブロック塀等 

危険性の高いブロッ

ク塀等の除去費用の

一部を助成 

2／3 18 万円 

⑥生け垣及び花壇推

進事業 

生け垣・花壇

を設置するた

めに取り壊す

ブロック塀等 

ブロック塀等の除去

費用の一部を助成 
2／3 18 万円 

※詳細については、補助金交付要綱で定めています。 
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（２）建築物に関する支援策 

特定既存耐震不適格建築物のうち、耐震改修促進法第 7 条で規定する要安全確認計画記

載建築物について、市は県と連携して耐震化への支援を実施します。 

なお、上記以外の特定既存耐震不適格建築物については、建築物所有者等が自発的に取

り組んでいけるように啓発活動等により耐震化を促します。 

 

■ 災害時避難路通行確保対策事業 

区 分 対象建築物 助成内容 補助率 
補 助 

限度額 

①耐震改

修等設計

事業 

耐震改修 

要安全確認

計画記載建

築物（法第７

条） 

耐震診断の結果

に基づいて実施

する耐震改修に

関する設計経費

の一部を助成 

5／6 

■1,000 ㎡以内の部分 

  2,100 円／㎡ 

■ 1,000 ㎡を超えて、

2,000 ㎡以内の部分 

   1,570 円／㎡ 

■2,000 ㎡を超える部分 

  1,050 円／㎡ 

建替え 

耐震診断の結果

に基づいて実施

する建替えに関

する設計経費の

一部を助成 

5／6 

住宅局所管事業関連共同

施設整備等補助要領等細

目による設計率を改修工

事費相当分に乗じて算出 

②耐震改

修等工事

事業 

耐震改修 

耐震診断の結果

に基づいて実施

する耐震改修に

係わる工事経費

の一部を助成 

11／15 

■住宅（木造） 

15,800 円／㎡ 

■住宅（非木造） 

 39,900 円／㎡ 

■住宅以外 

 57,000 円／㎡ 

■Ｉｓ値 0.3 未満 

 62,700 円／㎡ 

建替え 

耐震診断の結果

に基づいて実施

する建替えに係

わる工事経費の

一部を助成 

11／15 

耐震改修工事に相当する

費用と見積価格を比較し

て安価な方を採用 

除却 

耐震診断の結果

に基づいて実施

する除却に係わ

る工事経費の一

部を助成 

11／15 

耐震改修工事に相当する

費用と見積価格を比較し

て安価な方を採用 

※詳細については、補助金交付要綱で定めています。 
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３ 安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備 

（１）市民への情報提供の充実 

市民に対し、住宅耐震化の啓発のため、耐震診断や耐震改修などに関する情報をわかり

やすく市の広報誌やウェブサイト等で掲載、公開するとともに、県（建築住宅課及び中北

建設事務所）並びに（一社）山梨県建築士会などの無料相談窓口を紹介します。 

また、県が実施している専門技術者の養成事業との連携を図り、相談しやすい環境の構

築に協力します。 

なお、今後もこうした活動を継続し、安心して耐震改修を行うことのできるような環境

整備に努めます。 

 

４ 地震時の建築物の総合的な安全対策の推進 

（１）地震発生前の対策 

平成 17 年 3 月に発生した福岡県西方沖地震や同年 8 月の宮城県沖の地震等による被害

の状況から、ブロック塀の安全対策、窓ガラスの飛散防止対策、大空間を持つ建築物の天

井、建築物の外壁、商店街のアーケードなどの落下防止対策の必要性が改めて指摘されて

います。 

このため、県と連携し被害の発生するおそれのある建築物の把握に努め、こうした建築

物の所有者等に対しては、適正な維持管理に向け必要な対策を講じるように、今後も引き

続き啓発活動を実施します。 

 
① ブロック塀等の転倒防止対策 

地震時のブロック塀や擁壁の転倒により、死傷者が発生することがあります。このため、

特に避難路、通学路に面したブロック塀等について、所有者等の自主的な点検や注意喚起

をお願いするとともに、転倒する危険性の高い箇所については、改修工事がなされるよう

引き続き指導します。 

特に指導する避難路、通学路とは各学校指定の通学路、緊急輸送道路、住宅や事業所等

から避難所及び避難地等へ至る経路（避難路）とします。 

 

② 家具等の転倒防止 

地震が発生すると家具等が転倒し、これにより負傷したり、避難等の妨げになったりし

ます。 

このため、身近な地震対策として、家具等の転倒防止についてパンフレット等により普

及・啓発に努めます。 

 

（２）地震発生後の対応 

大規模地震等により建築物が被害を受けた場合には、余震等から人命等を守るため、被

災建築物応急危険度判定制度（※1）に基づき、速やかに判定実施本部を設置し、県に対し

被災建築物の判定活動を要請します。 

 

※1 被災建築物応急危険度判定制度は、大規模地震が発生した後の余震等から人命等を

守るため、応急危険度判定士（専門の講習会を受講し、登録を申し出た建築士）が、被

災した建築物の危険度を判定する制度です。 

  



- 19 - 
 

５ 地震発生時に通行を確保すべき道路の指定 

（１）耐震改修促進法第 6 条第 3 項第 1 号の適用を受ける道路（耐震診断の義務付け対象道

路） 

災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の

輸送等を確保する必要があるとして、「山梨県地域防災計画」及び「甲斐市地域防災計

画」等で地震時に通行を確保すべき重要な緊急輸送道路が指定されています。 
この緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化を促進することは、道路閉塞を防ぎ広域ネッ

トワークを確保し、復旧・復興活動を円滑に進める上で重要となりますので、「耐震改修

促進法第 6条第 3 項第 1 号の適用を受ける道路」を次の通り指定します。 
この指定によって、当該道路の沿道建築物の所有者に対し、指導・助言等の実施や災害

時避難路通行確保対策支援事業費補助金を活用するなど、関係機関と連携し、耐震化を促

進していきます。 
 

①耐震改修促進法第 6 条第 3 項第 1 号の適用を受ける道路 

道路種別 路線名 起終点 

一般国道 

(指定区間) 

国道 20 号 市内全線 

国道 52 号 市内全線 

国道 52 号(甲西道路) 市内全線 

主要地方道 

甲府南アルプス線 昭和町境～南アルプス市境 

甲府韮崎線 甲府市境～国道 20 号交点 

甲府昇仙峡線 金石橋～長潭橋 

甲斐早川線 国道 20 号交点～南アルプス市境 

甲斐中央線 国道 20 号交点～昭和町境 

一般県道 中下条甲府線 甲府韮崎線交点～甲府市境 

市 道 赤坂公園本線 国道 20 号交点～赤坂台病院 

②義務付け対象となる建築物の要件 

以下の両方の要件を満たすもの 
1）昭和 56 年 5 月末日以前に工事着工した建築物 

2）①の道路に対して「耐震改修促進法施行令第 4 条第 1 項」の「通行障害建

築物の要件」を満たす建築物 
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第４章 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び 

知識の普及 

 

耐震化を促進するために、市民に対する地震災害の情報や耐震化の重要性、耐震改修に

関する様々な情報を発信し、意識の啓発及び知識の普及に努めます。 

 

１ 地震ハザードマップの作成・公表 

地震ハザードマップは地震による被害の発生を見通し、市民に避難方法等に関する情報

を事前にわかりやすく提供することによって、平常時から防災意識の向上と住宅・建築物

の耐震化を促進する効果が期待できます。このため、本市では令和８年４月に「地震ハザ

ードマップ」を改訂しウェブサイトで公表、地震による揺れやすさや倒壊の危険性、避難

方法等の知識の普及に努めています。 

 

２ 相談体制の整備及び情報提供の充実 

県や（一社）山梨県建築士会地震相談窓口及び（一社）山梨県建築士事務所協会等と連

携を図りつつ、市民からの耐震診断や耐震改修等の相談に対応します。 

また、県と連携のもと、耐震改修工事の実例集などを拡充整備し、耐震改修を実施しよ

うとする市民に対し、わかりやすい情報の提供に努めます。 

 

３ 補助金制度などを活用した耐震改修の促進 

住宅設備の更新やバリアフリー化等を目的としたリフォームにあわせて耐震改修工事を

行うことは効果的であり、これを普及させるため、耐震改修工事と併せてリフォーム工事

を実施する場合には、「木造住宅耐震リフォーム事業」により、補助を行っています。 

このほか、「やまなし KAITEKI 住宅普及促進事業」など住宅関連補助金の情報提供を行

い、木造住宅の耐震化を促進します。 

また、高齢化に伴い資金確保が困難であるという理由から耐震改修等を行うことができ

ないケースがありますので、自宅を担保に借入を行う高齢者向けリバースモーゲージ型住

宅ローン等の耐震改修に関する融資制度の普及を行います。 

 

４ 自治会等との連携に関する事項 

地震防災対策の基本は、「自分たちの地域は、自分たちで守る」であることから、各自

治会と連携して、耐震啓発活動（耐震啓発ローラー作戦）の実施や県の建築物防災出張講

座などを活用し、地域ぐるみの意識啓発や耐震診断及び耐震改修の実施に向けた情報提供

等を実施しています。 

今後も、各自治会や自主防災組織等と協力して住宅等の耐震化が促進されるよう、引き

続き情報提供等に努めます。 
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第５章 その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し  

必要な事項 

 

１ 木造住宅の耐震性能検証法 

平成 28 年に発生した熊本地震において、平成 12 年以前に建築された住宅についても倒

壊等の被害が見られたことから、国が「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法（新耐震

木造住宅検証法）」をとりまとめています。 

現在、本計画では昭和 55 年以前の木造住宅の耐震性能の確保を優先的に取り組んでいま

すが、今後の国や県の方針を注視し、支援事業の拡大を検討します。 

 

２ 県、市町村、関係団体による体制の整備 

円滑かつ適切な耐震化を促進するため、県、関係市町村及び県内建築関係団体等による

連携等の体制を整備し、耐震診断及び耐震改修の促進に関する情報交換等に努めます。 

 

３ 耐震化促進体制の整備 

適切な耐震化を促進させるため、積極的に耐震診断及び耐震改修に関する情報提供等を

行い各自治会や自主防災組織等と協働、協調した促進体制を整備します。 

 
４ 計画の進行管理 

 本計画の進行管理については、市内住宅・建築物の耐震化についての進捗状況を確認す

る中で、必要に応じて計画や取り組みの見直しを行いながら、耐震改修促進を推進してい

くこととします。 

 

 

 

  

Plan（計画）

計画の作成・実施体制の整備

Do（実行）
計画の実施

Check（評価）
効果の検証

Action（改善）
計画の見直し
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５ 成果指標及び数値目標 

 本計画の進行管理を行うにあたり、成果指標と具体的な目標値を次のとおり設定します。 

 

指標名 
令和 7 年度 

(現況値) 

目標値(年度) 

令和 8 令和 9 令和 10 令和 11 令和 12 

① 住宅の耐震化率 88.3％ 89.0％ 89.8％ 90.5％ 91.3％ 92.0％ 

② 
ローラー作戦実施

件数 
1 自治会 1 自治会 1 自治会 1 自治会 1 自治会 1 自治会 

③ 
建築物防災出張講

座の実施自治会数 
1 自治会 1 自治会 1 自治会 1 自治会 1 自治会 1 自治会 

④ 耐震診断件数 12 件 12 件 12 件 12 件 12 件 12 件 

⑤ 
耐震改修等工事補

助件数 
8 件 8 件 8 件 8 件 8 件 8 件 

※令和７年度現況値は、令和８年３月末の見込値 
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